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アスベストの事前調査承ります！ 
アスベストの使用の疑いのある建築物を解体する際には、アスベスト使用有無の事前

調査が必要不可欠です。弊社は平成30年基安化発第0420第 1号（厚生労働省通達）

に対応した分析調査に対応可能です。詳細は下記 URL をご参照ください。 

http://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR18003.pdf 

環境省は、2020 年 3 月 31 日付けで低濃度ポリ塩化ビフェニル（以下 PCB）廃棄物の無害化処理  
に係る環境大臣認定を株式会社クレハ環境に対して行いました。 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度 PCB 廃棄物について高度な技術を

用いた無害化処理を行い、または行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることと
されています。この度の認定は、上記事業者からの申請に基づくものです。 
 

（認定取得者） 
① 住所、名称、代表者の氏名 

福島県いわき市錦町四反田 30 番地 
株式会社クレハ環境  代表取締役 佐野 健 

② 施設設置場所 
福島県いわき市錦町落合 102 番 2、106 番 1、115 番、115 番 2、120 番、126 番、182 番及び 183 番、
並びに四反田 1番 4、1 番 12、1 番 13、8 番１、9 番 1、9 番 4及び 9番 5 

③ 施設の種類      廃 PCB 等、PCB 汚染物又は PCB 処理物の焼却施設 
④ 処理を行う廃棄物の種類 

イ 廃PCB等（微量PCB汚染絶縁油が廃棄物となったもの、PCBの濃度が5,000mg/kg以下のもの。）
ロ PCB 汚染物（微量 PCB 汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが  

廃棄物となったもの、PCB 汚染物のうち PCB の濃度が 100,000mg/kg 以下のもの  
（金属くず等にあっては 5,000mg/kg 以下のもの）。） 

ハ PCB 処理物（イ及びロを処理したもの又は PCB の濃度が 5,000mg/kg 以下の処理物） 
⑤ 処理の方法      焼却（ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉） 
⑥ 処理能力 

イ 7 号焼却炉 
1）廃 PCB等（夾雑物等混入なし）  21.6 kL/日 
      （夾雑物等混入あり）    5  t/日 
2）PCB 汚染物及び PCB 処理物     50  t/日 
        (④ロのうち 5,000～100,000 mg/kg 20 t/日を含む） 
ロ 8 号焼却炉 
1)廃 PCB等（夾雑物等混入なし）   21.6 kL/日 

（夾雑物等混入あり）    5  t/日 
2)PCB 汚染物及び PCB 処理物     50  t/日 
ハ 固定床炉 
1）PCB 汚染物及び PCB 処理物      40 t/日 
 

当社では、絶縁油中の PCB 分析について多くのお客様からご依頼を頂き、多検体、短納期の体制で
行っております。是非お任せ下さい。 
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